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2024年 8月号(J300) 

 

このニュースレターは、知的財産分野を中心に、台湾の法律情報等を様々な

角度から取り上げ、日本語と英語の両方で月に一回お届けしています。 

台湾知的財産事情に対する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするた

めの道具として、このニュースレターだけでなく、特許・商標・著作権等に関

するあらゆる情報を完全網羅し、関連法制の改正から運用実務まで徹底解説す

る当所サイト www.tiplo.com.twもぜひご活用ください。 

   

今今今月月月のののトトトピピピッッックククススス   

01 営業秘密の違法複製で、リチウム電池大手の元 PMを起訴 

02 ブート商標に大きな痛手、仏 LVからの提訴で、421万新台湾ドルの損害

賠償支払い命令判決 

03 カラオケ機器にストリーミングサイト収集アプリをインストール、業者に

著作権法違反で懲役 5ヵ月の判決 

04 国科会が「人工知能基本法」草案を予告 

 

台台台湾湾湾知知知的的的財財財産産産権権権関関関連連連ののの判判判決決決例例例   

01 営業秘密 

競業避止義務条項に従業員の離職後の競業行為に係る「地域」、「労働活動

の範囲」及び「就業対象」を明確に約定していない場合は無効。 
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今今今月月月のののトトトピピピッッックククススス 

 
J240716X4 

01 営業秘密の違法複製で、リチウム電池大手の元 PMを起訴 

 

泓辰材料股份有限公司（HCM Co., Ltd.）はリン酸マンガン鉄リチウム電池

（LMFP）正極材料を世界で初めて製造した正極材料メーカーであり、同社の

元プロジェクトマネージャー（PM）が営業秘密に関わるファイルを違法に複

製し、個人の USB に保存して社外に持ち出し、19.44 億新台湾ドル相当の営

業秘密を漏洩させた。 

桃園地方検察署はニュースリリースにおいて、同事件は近日捜査が終結し、

鄒被告人を営業秘密法第 13条の１第 1項第 2号、第 3号の許諾範囲を超えて

営業秘密を複製した罪及び刑法第 359 条の正当な理由なく他人の電磁的記録

を取得した罪等を犯した容疑で起訴するとともに、鄒被告人がもたらした損害

を考慮し、ハイテク産業の健全な発展を維持し、国家の産業競争力を確保する

ために、裁判所に対して厳罰化を求めたと述べた。 

鄒被告人は泓辰公司において、材料事業処生技部のプロジェクトマネージャ

ーを担当し、社内の研究開発プロジェクトに参加していた。鄒被告人は離職す

る前、即ち 2023 年 12 月 8 日から 2023 年 12 月 26 日まで、LMFP 電池正極

材料の生産技術、配合及び設備の研究開発に関する機密資料に接触する機会を

利用し、無断で会社の製品の生産技術、配合及び設備の研究開発に関する営業

秘密のファイル計 5,861 個を個人の USB とポータブル HDD に複製して社外

に持ち出し、19.44億新台湾ドル相当の営業秘密を漏洩させ、同社に巨額の損

失を与えた。検察官は調査官を指揮して 2024 年 4 月 29 日に鄒被告人の家宅

を捜索して、事件に関わる USB、ポータブル HDD等の物品を差し押さえ、検

察官の尋問を行った後、裁判所に勾留を請求して許可を得ることで、企業の損

失拡大をすぐに阻止した。（2024年 7月) 

 
J240718Y2 

02 ブート商標に大きな痛手、仏 LVからの提訴で、421万新台湾ドルの損害

賠償支払い命令判決 

 

翻玩創意股份有限公司（以下「翻玩公司」）は 2020 年 1 月 8 日から、仏ル

イ・ヴィトン社（Louis Vuitton、以下「LV」）の許諾又は同意を得ず、翻玩公

司が台北市中山区で経営する「 MFLIFE MADE IN FUTURE NEW 

AMSTERDAM中山店」で LVの図案を付した商品を販売し、また LVの図案を

店内の内装、掛けられている絵、テーブルとイス、価格表及びドリンクの装飾

などに大量に使用し、さらにそれが運営する「MF LIFE中山」Facebookペー

ジにおいて LV 図案を使用して宣伝を行っていた。仏 LV は海外から提訴して

損害賠償を請求し、翻玩公司とレストランに権利侵害行為の停止を求めた。知

的財産及び商事裁判所は、翻玩公司及び元代表者 2名に商標権侵害行為の継続

を禁止し、侵害物品を滅却するとともに、421万余新台湾ドルの損害賠償金を

支払うよう命じる（さらに上訴できる）との判決を下した。 

LV社は次のように主張している。著名商標である Louis Vuitton（LV商標）

は 2008 年から連続して世界の著名商標トップ 20 に入っており、商標の価値
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は 470 億米ドルに上っている。LV 商標は高い識別性を有し、台湾の一般消費

者によく知られている。しかしながら翻玩公司が使用する図案（被告図案）は

故意に LV商標を模倣しており、捻じれた人の形の図案を含み、「V」の形状を

した人の図案にある手提げバッグには LV社の有名な商品Speedyが表示され、

かつ被告図案と LV商標はいずれもアルファベット「L」と「V」が重なる構成

を有し、菱形、四葉及び花の図案が繰り返して配列されており、全体の構成、

様式、色、デザイン及び外観がいずれも LV商標と高度に類似している。さら

に、該商店の内装に被告図案が大量に使用されており、被告の商品そのものは

面積の半分以上に、または商品の中央の目立つ場所に被告図案を使用しており、

消費者を引きつけるため被告図案を販売の主な訴求としていることがわかり、

それらの行為は商標の使用行為に該当し、消費者に誤認混同させるおそれがあ

る。 

一方、翻玩公司は次のように主張している。該商店内で販売している商品は

米斯美客股份有限公司（MF production co.）が経営する「MF BY GCDC」ブ

ラントのブート品であり、当該ブランドはその商標を有する。「MF BY GCDC」

ブランドの商品はいわゆる「ブートレグ」の創作であり、周りに流されず、贅

沢なブランドを追い求めないことを伝え、諧謔やユーモアというパロディの手

法で有名ブランドの商標に改造するもので、反逆と独立独行で自分らしく生き

るという精神を伝えている。しかも、悪ふざけと風刺を核心とする二次創作の

文化「ブートレグ」はかつてストリート文化においてトレンドとなったもので、

消費者は当該店舗において商品を選ぶ際に買おうとするものが「MF BY 

G.C.D.C」ブランドの商品であり、LV商標の商品とは無関係であることを明確

にわかっている。 

知的財産及び商事裁判所は（審理の結果）次のように認定した。双方が使用

する商標は高度に類似しており、LV は世界の有名な皮革製品、スーツケース

等のブランド品メーカーであり、関連の商品は台湾においてメディアに広く報

道され、かつ有名人が愛用しており、LV商標は消費者が熟知する著名商標で、

判別性が極めて高い。翻玩公司は被告の商品及び商店内の内装、物品に、LV

商標と高度に類似する被告図案を大きな面積をとって使用しており、かつそれ

が被告商品を販売するサイトのページにおいて、商品名に「Monogram」、「LV」

等の文言を使用し、さらには「LV bag」、「LV Tee T-shirt」等と命名し、LV商

標の名称を直接商品名としており、消費者に被告商品について LV商標のブラ

ンド品のイメージを容易に連想させ、消費者を混同させ、他人のグッドウィル

にただ乗りする意図があり、被告の善意を認めがたい。（2024年 7月） 

 
J240722Y3 

03 カラオケ機器にストリーミングサイト収集アプリをインストール、業者

に著作権法違反で懲役 5ヵ月の判決 

 

尚呈影音科技有限公司の代表者である林聖文は、2018 年に中国広州市の天

匯計算機科技公司（以下、「天匯公司」）と提携し、天匯公司が製作し、カラオ

ケ映像のストリーングプラットフォームの URL を集めるアプリケーションソ

フトをインストールしているクラウドカラオケ機器を、事情を知らない川下の

業者にレンタルし、公開の場所に設置して利益を得ていた。それに利用許諾を

受けていない海賊版のカラオケ映像が含まれていたため検挙され、新北地方裁
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判所は審理を経て、著作権法違反で林聖文に懲役 5 ヵ月、尚呈公司に罰金 15

万新台湾ドルを科す判決を下した。さらに上訴できる。 

2017 年に事情を知らない業者が林聖文等人からクラウドカラオケ機器をレ

ンタルし、新北市永和区にある「電話亭 KTV」（訳注：「電話亭」は電話ボッ

クス、「KTV」はカラオケの意味）において利益を得た。歌曲映像の著作財産

権者「揚聲多媒體科技公司」の市場調査員が同年 9月に現場で客として証拠を

収集し、警察に通報した。裁判の審理において林聖文は、天匯公司が提供する

歌曲は利用許諾を受けていると供述していた。 

合議法廷は、次のように認定した。林聖文は本件アプリケーションソフトで

連結するものは、著作権者から同意を得ておらず無断でアップロードした海賊

版のカラオケ映像である可能性があることを知っており、また本件カラオケ機

器で再生されるカラオケの視聴覚著作物は利用許諾を得る必要があることも

知っていたが、天匯公司がすでに著作権者から許諾を得ているという証明を提

供することができない状況において、なおも天匯公司が提供するアプリケーシ

ョンソフトを収録する本件カラオケ機器を川下業者にさらにレンタルするこ

とを堅持し、それは主観的に、無断で公衆送信することで他人の著作財産権を

侵害する罪を幇助する不確定的故意がある。（2024年 7月） 

 
J240716Y9 

04 国科会が「人工知能基本法」草案を予告 

 

 国家科学及び技術委員会（訳注：日本の旧技術科学庁に相当。以下「国科会」）

は 2024 年 7 月 15 日、「人工知能基本法（AI 基本法）」草案（計 18 条）を予

告した。その中で政府が AI 研究開発を推進し、奨励する又は租税優遇を提供

することが定められているほか、政府は AI のリスクによる分類を行い、AI 生

成コンテンツの明示、情報開示、説明責任（アカウンタビリティ）等のシステ

ムを通じて、AI 応用の信頼性を高めることが定められ、また、応用の条件、

救済、補償又は保険等の規定を確立して、政府の各機関に応用責任システムを

確立するよう要求し、それには台湾における海外 AI 製品応用の規定も含まれ

る。さらには、AI が労働者に取って代わり労働者の失業をもたらすことを回

避するため、同法では政府が就業補導措置を提供することが定められている。 

国科会によると、「人工知能基本法」草案は、持続可能な進展、人間中心、

プライバシーの保護、セキュリティと安全性、透明性と説明可能性、公平性、

説明責任という 7つの基本原則、並びにイノベーションの提携と人材育成、リ

スク管理と応用責任、権益保障とデータ利用、法規の整備と業務の点検という

4 つの推進要点を示すことで、わが国の政府各機関にとって AI 応用の進展の

手引きとなる原則としている。（2024年 7月） 
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台台台湾湾湾知知知的的的財財財産産産権権権関関関連連連ののの判判判決決決例例例   

 

01 営業秘密 

 

■ 判決分類：営業秘密 

 

I 競業避止義務条項に従業員の離職後の競業行為に係る「地域」、「労働活動

の範囲」及び「就業対象」を明確に約定していない場合は無効。 

 

■ ハイライト 

台湾高等裁判所は「本件の雇用契約における従業員の『離職後』の競業避止

義務条項」が民法第 247 条の 1 第 2 号「他方の当事者の責任が加重されてい

るもの」及び第 3号「他方の当事者に権利を放棄させたり、その行使権を制限

したりするもの」を構成し、著しく公正に欠き、無効であると認定した。その

見解は以下の通り： 

 1.労働基準法第 9 条の 1 第 1 項、第 3 項では以下のように規定されている。

次に掲げる規定のいずれかに該当しないとき、使用者は、労働者と離職後

の競業避止義務を約定してはならない。（1）使用者に保護を受けるべき正

当な営業利益があるとき。（2）労働者が担当する役職又は職務で、使用者

の営業秘密に接触又は使用できるとき。（3）競業避止義務の期間、地域、

労働活動の範囲及び就業対象が合理的範囲を超えないとき。（4）使用者が、

労働者が競業行為に従事しないために受ける損失を合理的に補償すると

き。第 1項各号規定のいずれかに違反したとき、その約定は無効となる。 

 2.本条の立法趣旨は、使用者の営業秘密及び正当な営業利益に対する保障と

労働者の離職後の就業に係る権益のバランスをとることにある。労働基準

法第 9条の１規定が改正公布される「前」に労働者が離職したとき、この

規定は元より適用されないが、該規定の競業避止義務条項に関する発効要

件は、上述の定型化契約をもって行った競業避止義務の約定が著しく公正

に欠き無効であるか否かを判断基準としてはならないというものではな

い。 

 3.本件雇用契約における「離職後」の競業避止義務条項では従業員が離職し

た後に禁止する競業行為の地域、労働活動の範囲及び就業対象がいずれも

具体性、明確性に欠き、世界におけるすべての元の勤め先である企業及び

その関連企業と関連のある労働活動の範囲と就業対象を含むことに等し

く、従業員は競業避止義務の合理的範囲を知り得ず、その条項が制限する

範囲は広すぎて、且つ合理的範囲を明らかに超えており、従業員が離職し

た後に片務的で無償の義務を課すことと違いはなく、従業員が専門技能を

発展させる人格的利益を奪い、従業員の経済的生存力を危ういものとし、

すでに従業員の就労権と生存権に影響するに至っており、従業員にとって

「著しく公平に欠く」ものに該当するため、その条項は無効とすべきであ

る。 

 

また高等裁判所は(判決において)次のように述べている：いわゆる「引き抜

き行為」には教唆、利益誘引等の勧誘の方法で「離職の意思がなかった者が離

職を決めること」、「離職しようと思っていた者がその離職の決心を強める、ま
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た助力を与えること」等が含まれ、離職に至る動機が何であるのか、例えばキ

ャリアプラン、家庭又は健康の事情、現在の職場への不満等については必然的

な関連性はない。それは労働者が忠実義務と引き抜き禁止義務に違反し、善良

の風俗に反する方法で、「使用者又は前使用者に在職する従業員を悪意をもっ

て引き抜くこと」であり、「債務不履行責任」が発生するほか、使用者又は前

使用者の人的資源という財産上の利益を違法に侵害する「権利侵害行為責任」

という性質を兼ね備える。また競争目的から、計画を立て体系的に引き抜きを

行い、使用者又は前使用者がすでに訓練して育成した人的資源を減損する、又

は使用者又は前使用者の高い信用・名声を利用して、自らの優秀な人材が過去

に使用者又は前使用者の職場で働いていたことを宣伝することは、「善良の風

俗に反する」「悪意ある引き抜き」にあたる。 

悪質な引き抜きによる損害賠償の範囲については、「具体的損害計算法（民

法第 216条に規定される受けた損害及び失った利益）」と「抽象的損害計算法

（営業秘密法第 13 条第１項第 2 号の侵害者が侵害行為によって取得した利

益；専利法第 97条第 2項の当該特許の実施許諾で得られる合理的なロイヤリ

ティーを基礎にしてその損害を計算）」に大別することができ、債権者はいず

れか一つを選択して計算することができる。債権者が具体的損害計算法を選択

するとき、「受けた損害」については「一定の措置を採ることで増えたコスト

の支出（例えば引き抜かれた人員を補充するために新人を募集する募集費用及

び研修コスト、これにより増えた給与コスト、在職者の離職を回避するための

支出という追加コスト、元来の作業計画の遅延を回避するための予定外に増え

たコストの支出等）」が含まれ、「失った利益」については「抽象的計算」と「具

体的計算」に分けられ、前者は「元来、企業の属する分野において通常のビジ

ネス発展において得られることが予期できる利益」をいい、後者は「侵害行為

により、取引行為の進行又は予定の計画実施が妨げられることで得られなかっ

た具体的な利益」をいう。 

 

II 判決内容の要約 

 

台湾高等裁判所民事判決 

【裁判番号】110年度重労上字第 7号 

【裁判期日】2023年 11月 29日 

【裁判事由】競業避止義務の履行等 

 

上訴人 睿能公司 

法定代理人 陸 Z 

被上訴人  林 X 

      凃 Y 

 

上記当事者間の競業避止義務の履行等事件について、上訴人は台湾台北地方

裁判所 109年度労訴字第 85号第一審判決に対して上訴を提起し、本裁判所は

2023年 11月 15日に口頭弁論を終結し、次の通り判決する： 

 

主文 

原判決が上訴人の以下の第 2項の訴えを棄却した部分、及びその部分の仮執
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行宣言申立て、並びに訴訟費用の裁判をいずれも取り消す。 

被上訴人は上訴人に連帯で 800 万新台湾ドル及び…の割合による金員を支

払え。 

被上訴人林 Xは 2013年 5 月 2日から 2021年 6月 1日まで、被上訴人凃 Y

は 2015 年 6 月 15 日から 2021 年 9 月 3 日まで、上訴人に対して以下に示す

ような引き抜き禁止債務が存在することを確認する:上訴人の従業員に離職す

るよう教唆又は利益誘引してはならない。 

その余の上訴をいずれも棄却する。 

 

事実及び理由 

一、上訴人の主張： 

（一）上訴人の会社は電動バイクブランド「Gogoro」を経営し、現在国内電

動バイク市場で 9割近いシェアを占めている。上訴人は大量の人材と物

を投入して、ついにコンパクトで高効率の動力システム（いわゆるモー

ター）を開発し、モーター関連の専利（訳注：中国語の「専利」には特

許、実用新案、意匠が含まれる）は 80 件以上に達し、その営業秘密も

数えきれない。上訴人が林 X と締結した雇用契約第 9.1(a)、(c)条は、

それぞれ競業避止義務約定と引き抜き禁止約定であり、且つ林 X は上

訴人の動力システム設計研究開発部門の最高責任者として働いていた。

その後林 X は離職してすぐに上訴人と競合関係にある湛積公司を設立

して執行長（CEO）に就任し、第 9.1(a)条の競業避止義務約定に違反し

た。 

（二）上訴人が凃 Y と締結した雇用契約第 7.1(a)、(c)条は、それぞれ競業避

止義務約定と引き抜き禁止約定であり、そして凃 Y は元来ヒューマン

リソース部門の最高責任者として働いていた。凃 Y は在職中に、林 X

と共同で湛積公司を設立、経営し、第 7.1(a)条の競業避止義務約定に違

反した。また上訴人の動力システム研究開発部門 15 人、動力システム

製造部門4人、動力システム調達関連業務に従事する従業員1人（以下、

併せて「係争離職従業員」という）を積極的に引き抜き、上訴人の競争

優位性を低減させ、第 7.1(c)約定に違反した。また凃 Yは湛積公司の設

立前に、林 X と共同で湛積公司の設立、創業に協力しており、湛積公

司の共同創業者である。凃 Y は離職した後、さらに湛積公司において

運営長(COO)に就任し、第 7.1(a)条の在職期間における競業避止義務に

違反しており、賠償責任を負うべきである。 

（三）上訴の声明： 

1.原判決が以下の第 2、3項の上訴人の訴えを棄却した部分を取り消す。 

2.被上訴人林Xは上訴人に200万新台湾ドル及び…の割合による金員を

支払え。 

3.被上訴人は上訴人に連帯で 800 万新台湾ドル及び…の割合による金

員を支払え。 

4.林 Xは 2019年 6月 1日から 2021年 6月 1日まで以下に示すような

競業避止義務債務が存在することを確認する: 直接的又は間接的に

湛積公司又はその他の上訴人と競合関係にある事業体に就職し、電動

バイク用モーター設計、研究開発又は製造関連の業務に従事してはな
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らず、その他の方法で電動バイク用モーター設計、研究開発又は製造

関連の役務又は協力を上記事業体に提供することもしてはならない。 

5.林 Xは 2013年 5 月 2日から 2021年 6月 1日まで、被上訴人凃 Yは

2015 年 6 月 15 日から 2021 年 10 月 1 日まで、上訴人に対して以下

に示すような引き抜き禁止債務が存在することを確認する:上訴人の

従業員に離職するよう教唆又は利益誘引してならない。 

    

二、被上訴人は以下の理由をもって抗弁する: 

（一）上訴人は被上訴人等と引き抜き禁止条項を含む競業避止義務を約定して

おり、締結時に合理的な補償を約定しておらず、且つ競業避止義務期間

が具体的であるのを除いて、制限する地域、労働活動の範囲及び就業対

象がいずれも明確ではないため、被上訴人等の就業の地域、労働活動の

範囲及び就業対象を無差別に制限し、被上訴人等が自由に就業市場に参

入する余地と職業選択の自由を奪い、さらに被上訴人等が任職期間に知

り得た従業員の資料を用いて、各従業員の離職を勧誘し、これと契約を

締結する自由を奪うことに等しく、係争競業避止義務条項が制限する範

囲は実質的ではなく、基準がないものであり、明らかに合理的範囲を越

えており、労働基準法第 9条の 1規定に違反している。また民法第 247

条の 1第 3号「他方の当事者に権利を放棄させたり、その行使権を制限

したりするもの」も構成し、明らかに著しく公正に欠き、無効であり、

且つ事後に上訴人が直接林 X に対する補償金を（裁判所に）供託する

等の任意的給付行為を行ったことで、瑕疵を是正したものではない。ま

た林 Xは支払いを受け取っておらず、不当利得はない。 

（二）湛積公司は主に情報ソフト、データ処理等役務の事業で登記しており、

そのなかに「電動バイク用モーター」という項目はなく、上訴人が登記

する業種とは異なるため、両者の間に競合関係は存在しない。さらに湛

積公司のサービスの範囲には「任意のキャリア」の電動化が含まれ、電

動バイク用モーターの設計、研究開発又は製造ではなく、林 X が湛積

公司に就職して上訴人と競合する業務には従事しておらず、競業避止義

務条項の違反はない。電動バイク業界の現況によると、上訴人はなお業

界トップの地位にあり、市場シェアは少なくとも 71.47％に達している。

被上訴人等が湛積公司に就職することで、上訴人の競争力を低減させる、

又は上訴人の台湾電動バイク市場をリードする地位を揺るがすような

ことはなく、補うことのできない重大な損害を受けたかについては言う

までもない。 

（三）係争離職従業員の実際の離職理由は、上訴人の制度、給与、仕事量に対

する不満、個人のキャリアプラン、家庭の事情、人間関係、健康上の考

慮等であり、被上訴人等の引き抜き行為とは関係がない。 

（四）答弁声明：上訴を棄却する。 

 

三、双方が争わない事項： 

（一） 林 Xが 2013年 4月 12日に上訴人と署名した林 X雇用契約の第 9.1(a)

条では『当従業員は雇用期間中及び当社との雇用契約の解約後 24 ヵ月

以内に、直接的又は間接的に、(a)単独でもしくは他人と協力して、又
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は任意の者を通じて、直接的又は間接的に当社又は関係企業が経営する

業務と競合する任意の業務における利益を（所有者若しくは実質的所有

者、株主若しくは実質的株主、メンバー、マネージャー、パートナー、

職員、被用者、取締役、投資者、貸方、顧問、独立下請け又はその他の

いずれとしても）直接的又は間接的に従事、参与、所有又は享受せず、

…ことに同意する。』と約定し、第 9.1(c)条では『当従業員は雇用期間

中及び当社との雇用契約の解約後 24 ヵ月以内に、直接的又は間接的に

…、c. 単独でもしくは他人と協力して、当社又は関係企業の任意の職

員、取締役、被用者、顧問、代理人又はその他の代表者に対して、離職

する、他人を雇用、招聘する、又は他の仕事に従事する、雇用する、招

聘するように勧誘したり、又は勧誘を試みたりしないことに同意する。』

と約定されている。 

（二） 凃 Yは 2015年 6月 15日に上訴人と署名した凃 Y雇用契約の第 7.1(a)

条では『当従業員は雇用期間中及び当社との雇用契約の解約後 24 ヵ月

以内に、直接的又は間接的に、(a)当社に事前に書面で同意を得ること

なく、単独でもしくは他人と協力して、又は任意の者を通じて、直接的

又は間接的に当社又は関係企業が経営する業務と競合する任意の業務  

における利益を(所有者若しくは実質的所有者、株主若しくは実質的株

主、メンバー、マネージャー、パートナー、職員、被用者、取締役、投

資者、貸方、顧問、独立下請け又はその他のいずれとしても)直接的又

は間接的に従事、参与、所有又は享受せず、…ことに同意する。』と約

定し、第 7.1(c)条では『当従業員は雇用期間中及び当社との雇用契約の

解約後 24ヵ月以内に、直接的又は間接的に…、c. 単独でもしくは他人

と協力して、当社又は関係企業の任意の職員、取締役、被用者、顧問、

代理人又はその他の代表者に対して、離職する、他人を雇用、招聘する、

又は他の仕事に従事する、雇用する、招聘するように勧誘したり、又は

勧誘を試みたりしないことに同意する。』と約定されている 

 

四、双方の争点に対する裁判所の判断： 

（一）上訴人と湛積公司との間に競合関係がある： 

上訴人はそれが一般消費者に電動バイクを販売しているほか、法人顧

客がセットパーツ又はバッテリーソリューションを利用して迅速にブ

ランド製品を発売できるように、システム及び電動バイクのソリュー

ションを法人顧客に提供していることを挙証しており、さらに研究開

発した電気動力システムを「各種交通車両」に使用することに尽力し

ており、電動バイク以外に、電気自動車、電動自転車等その他の交通

車両も含まれることも挙証している。湛積公司の「会社紹介」では「…

湛積公司はお客様にトータルな電動化システムのソリューションとサ

ービスを提供することに尽力しており…」と記載され、LinkedIn サイ

トに提供されている会社紹介では「湛積公司は、製造、統合及び最適

化(バイク、スクーター…軽四輪自動車のような軽量電動車両の電動化

を含む）のベストな動力統合ソリューションを提供する」と紹介され

ており、且つ湛積公司はすでにベトナム企業と協力して電動バイク部

品を生産しているという事情は、上訴人の元従業員の証言があり考証
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に供することができる。以上をまとめると、上訴人と湛積公司は動力

交通車両について、とくに電動バイクのモーター等関連サービスの部

分の業務範囲が同じであり、コアテクノロジーはいずれも電動モータ

ーの設計、製造及び運用であり、電動バイク部品の製造、販売も含ま

れ、双方はこの部分について競合関係にある。 

（二）林 X雇用契約第 9.1(a)条、凃 Y雇用契約第 7.1(a)条は「離職後」の競業

避止義務条項に関するもので、民法第 247 条の１第 2 号の「他方の当

事者の責任が加重されているもの」及び第 3 号「他方の当事者に権利を

放棄させたり、その行使権を制限したりするもの」を構成し、著しく公

正に欠き、無効である： 

1.労働契約が「存続している」時、労働者は使用者に対して忠実義務を

負うもので、その中に競業避止義務が含まれ、法律における明文化、

又は契約の特別な約定を待たない（最高裁判所 110 年度台上字第 40

号判旨）。林 X雇用契約、凃 Y雇用契約の労働者「在職期間」におけ

る競業避止義務の部分については、労働者の就労権に影響することは

なく、且つ労働契約が本質的に有すべきものであり、著しく公正に欠

き、無効であるという状況はない。 

2. 調べたところ、林 X 雇用契約、凃 Y 雇用契約における「離職後」の

競業避止義務条項は、上訴人が同類の契約条項に用いるために予め定

めた定型契約である。2015 年 12 月 16 日に労働基準法第 9 条の 1 規

定が改正発布される前に、使用者は定型契約をもって労働者と「離職

後」の競業避止義務を約定し、例えば使用者の責任を免除又は軽減す

る、労働者の責任が加重される、権利を放棄させたり、その行使権を

制限したりする、又はその他の労働者に重大な不利益があるという状

況があり、その状況が著しく公正に欠く場合、民法第 247条の 1規定

により、その約定は無効となる。また労働基準法第 9 条の 1 第 1 項、

第 3項によると、次に掲げる規定のいずれかに該当しないとき、使用

者は、労働者と「離職後」の競業避止義務を約定してはならない。（1）

使用者に保護を受けるべき正当な営業利益があるとき。（2）労働者が

担当する役職又は職務で、使用者の営業秘密に接触又は使用できると

き。（3）競業避止義務の期間、地域、労働活動の範囲及び就業対象が

合理的範囲を超えないとき。（4）使用者が、労働者が競業行為に従事

しないために受ける損失を合理的に補償するとき。各号規定のいずれ

かに違反したとき、その約定は無効となる。その立法趣旨は、使用者

の営業秘密及び正当な営業利益と保障と、労働者の離職後の就業に係

る権益とのバランスをとることにある。労働基準法第 9条の１規定が

改正公布される「前」に労働者が離職したとき、この規定は元より適

用されない。本件林 X、凃 Y はそれぞれ 2013 年 4 月 12 日（契約期

間は 2013 年 5 月 2 日から開始）、2015 年 6 月 15 日に上訴人と林 X

雇用契約、凃 Y雇用契約を締結しており、いずれも労働基準法第 9条

の 1が 2015年 12月 18日に改正施行される「前」であり、被上訴人

は該条改正施行「後」に離職したが、労働基準法第 9条の１は適用さ

れない。該規定の競業避止義務条項に関する発効要件は、上述の定型

化契約をもって行った競業避止義務の約定が著しく公正に欠き無効
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であるか否かを判断基準としてはならないというものではない。 

3.係争競業避止義務条項の内容をみると、被上訴人が離職後に競業行為

を該条項が禁止する地域、労働活動の範囲及び就業対象は、いずれも

明確に記載されておらず、競業避止義務の範囲が世界における、元の

勤め先である企業及びその関連企業と直接的又は間接的に業務関係

のあるすべての労働活動の範囲と就業対象を含むことに等しく、その

範囲は広すぎて、また如何なる代償もなく、被上訴人に対して離職後

に片務的で無償の義務を課すことと違いはなく、従業員が専門技能を

発展させる人格的利益を奪い、林 Xの就労権と生存権に影響をもたら

して、従業員の経済的生存力を危ういものとし、すでに合理的範囲を

超えており、被上訴人にとって著しく公平に欠き、無効であるものに

該当する。このため、係争競業避止義務条項は「離職後」の部分につ

いては無効とすべきである。 

4.上訴人と林 Xとの間で補償金給付の是非とその金額について、事後に

合意に達していない： 

（1）上訴人が提出した林 Xの離職前夜に林 Xとの通信内容により、林

Xは上訴人と補償金に関して討論することをずっと避けており、そ

のため上訴人は計 285萬 205新台湾ドルを供託したことが分かり、

双方が補償金の給付の是非及び補償金の金額についていずれも合

意に達していなかったことを証明できる。上訴人はその後林 Xのた

めに補償金を供託したことで、著しく公正に欠き、無効である係争

競業避止条項の「離職後」部分について効力を回復できるというも

のではなく、上訴人が凃 Yのために補償金を供託していないことは

言うまでもない。 

（2）調べたところ、林 X雇用契約第 9.2 条には元より「…台湾裁判所

が最終司法決定を下したことで、本契約で定める競業避止義務の期

間、地域、又は如何なるその他の制限も、従業員に対して執行不能

又は無効となったとき、本契約第 9条競業避止義務及び引き抜き禁

止の条項は最も広い期間、地域及び最大の程度に変更されたとみな

し、当該裁判所が決定できる又は指示を執行できるようにする。」

と約定されている。裁判所に合理的な制限の範囲を確認するよう請

求する責任とリスクを被上訴人の負担に帰すべきではなく、さもな

ければなお著しく公正に欠くものに該当する。林 Xが離職後に行っ

た競業行為が背信性を有する、又は信義誠実の原則に反するか否か

に至っては、上訴人がその他の法律関係に基づいて林 Xに損害賠償

責任又はその賠償の範囲を請求できるか否かという問題であり、係

争競業避止義務条項の「離職後」部分が有効かとは無関係である（最

高裁判所 109年度台上字第 1616号、109年度台上字第 4号判旨）。

したがって、係争競業避止条項の「離職後」の部分は前記第 9.2条

約定があることで、著しく公正に欠くという事情はない。 

（三）上訴人による林 X に対して競業避止義務債務が存在することを確認す

る請求、並びに林 X雇用契約第 10条の約定「任意の一方が本契約に記

載される任意の約定に違反したとき、違反していない側が請求した場合

はそれが引き起こした如何なる損失及び損害賠償責任も負担しなけれ
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ばならず、裁判所費用及び弁護費用を含むがこの限りではない。」、民法

第 179 条規定に基づく林 X に対する 200 万新台湾ドルと金利の請求に

ついては、いずれも理由がない。 

1.林 X雇用契約における競業避止義務条項の「離職後」に関する部分の

約定は無効であり、上訴人がこの約定に基づいて「林 Xは離職日、即

ち 2019年 6月 1日から離職後 24ヵ月、即ち 2021年 6月 1日まで、

上訴人に対して直接的又は間接的に湛積公司又はその他の上訴人と

競合関係にある事業体に就職し、電動バイク用モーター設計、研究開

発又は製造関連の業務に従事してはならず、その他の方法で電動バイ

ク用モーター設計、研究開発又は製造関連の役務又は協力を上記事業

体に提供することもしてはならない」という競業避止義務債務の存在

を確認する請求をすることには、理由がない。 

2.上訴人はすでに新北地方裁判所に対して林Xのために補償金全額285

万 205新台湾ドルを供託する手続きを行い、当該裁判所からの返信に

より、被上訴人が当該供託金を受け取らなかったことが分かり、上訴

人は改めて法に基づき供託所に対して当該補償金の取戻しを請求し

なければならない。よって上訴人が民法第 179 条規定により林 X に

200万新台湾ドルと金利を請求することも、根拠がないものである。 

（四）「被上訴人が負う引き抜き禁止債務」部分が係争雇用契約の約定範囲内

にあるかについての上訴人による確認請求には、理由がある。 

1.労働者の使用者に対して忠実義務を負うことに基づいて、労働者は

「在職期間」に引き抜き禁止義務がある。林 X 雇用契約、凃 Y 雇用

契約で林 X、凃 Yは上訴人に対して在職期間に引き抜き禁止の義務を

負い、著しく公平に欠き、無効であるという事情はない。労働者が「離

職後」に使用者の在職者に離職するよう教唆、利益誘引又は勧誘を行

うことを禁止する引き抜き禁止条項については、労働者の離職後の就

労権を制限していないので、「競業避止義務」の範囲にはなく、即ち

引き抜き禁止約定は労働基準法第 9条の１の規定範囲にはない。且つ

係争引き抜き禁止条項の期間が、労働者の在職期間又は離職後の 24

ヵ月間を問わず、被上訴人は上訴人従業員又は上訴人関係企業の従業

員を勧誘することを業としておらず、被上訴人の就労権及び生存権に

も影響しないため、たとえ被上訴人に前記行為を禁止したとしても、

被上訴人に対して著しく公平に欠き、無効であるという事情はない。

双方が締結した係争引き抜き禁止条項は法的に有効であり、被上訴人

は当該条項により上訴人に対して「在職期間」及び「離職後 24 ヵ月

間」に上訴人従業員の離職を勧誘したり、又は勧誘を試みたりしては

ならないという引き抜きを行わない債務を負う。 

2.また上訴人は 2013 年 4 月 12 日に林 X と雇用契約を締結したが、該

約定は 2013年 5月 2日に発効している。林 Xは 2019 年 6月 1日に

離職した。上訴人は凃 Y と 2015 年 6 月 15 日に雇用契約を締結し、

凃 Yは 2019年 9 月 3日に離職した。これにより、林 Xが離職した後

の 24 ヵ月間は 2021 年 6 月 1 日に満了となり、凃 Yが離職した後の

24ヵ月間は 2021年 9 月 3日に満了となる。したがって上訴人が、林

X が 2013 年 5 月 2 日から 2021 年 6 月 1 日まで、凃 Y が 2015 年 6
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月 15 日から 2021 年 9 月 3 日まで、上訴人に対する上訴人の離職を

勧誘したり、又は勧誘を試みたりしてはならないという引き抜きを行

わない債務の存在を確認するよう上訴人が請求したことには理由が

ある。 

（五）被上訴人が上訴人の従業員を共同で悪意をもって引き抜いたことは、共

同権利侵害行為を構成し、連帯して賠償責任を負わなければならない。 

1. 故意に善良の風俗に反する方法をもって他人に損害を与えたとき、

損害賠償の責任を負うと、民法第 184条第１項後段に規定されている。

いわゆる善良の風俗に反するとは、現代の多元化され商工業の発展し

た社会においては、行為が倫理道徳、社会習慣及び価値観に反するこ

とを指す以外に、経済競争の秩序や商業倫理から逸脱する不当な行為

をもって他者の努力の成果を甚だしく搾取することを含む。企業の従

業員が企業経営又は商業活動において、職務の機会を利用して企業の

資源を取得し、共同で画策して当該企業と不当な営業競争を行い、企

業が既存の顧客を失い、損害を被ったときも、またこれに該当する（最

高裁判所 106年度台上字第 1693号判旨）。いわゆる「引き抜き行為」

には教唆、利益誘引等の勧誘の方法で「離職の意思がなかった者が離

職を決めること」、「離職しようと思っていた者がその離職の決心を強

める、また助力を与えること」等が含まれ、離職に至る動機が何であ

るのか、例えばキャリアプラン、家庭又は健康の事情、現在の職場へ

の不満等については必然的な関連性はない。それは労働者が忠実義務

と引き抜き禁止義務に違反し、善良の風俗に反する方法で、「使用者

又は前使用者に在職する従業員を悪意をもって引き抜くこと」であり、

「債務不履行責任」を構成するほか、使用者又は前使用者の人的資源

という財産上の利益を違法に侵害する「権利侵害行為責任」という性

質を兼ね備える。また競争目的から、計画を立て体系的に引き抜きを

行い、使用者又は前使用者がすでに訓練して育成した人的資源を減損

する、又は使用者又は前使用者の高い信用・名声を利用して、自らの

優秀な人材が過去に使用者又は前使用者の職場で働いていたことを

宣伝することは、「善良の風俗に反する」「悪意ある引き抜き」にあた

る。 

2.被上訴人等には悪意ある引き抜き行為はなく、且つ係争離職従業員の

実際の離職理由は、上訴人の制度、給与、仕事量に対する不満、個人

のキャリアプラン、家庭の事情、人間関係、健康上の考慮等であり、

被上訴人等の引き抜き行為とは関係がない、と被上訴人は抗弁してい

るが、上訴人が提出した証拠によると、「林 X は離職前の 2019 年 3

月には最初に、上訴人の従業員に対して内密に林 Xの設立した会社に

転職するように勧誘、利益誘導を行っており」、「林 Xは離職前に、す

でに上訴人の従業員に対して直接に、公開で自分が将来設立する会社

に転職するよう勧誘、誘惑しており」、「凃 Y は林 X に協力して、湛

積公司設立の資金を集め、且つ資金募集の成否が上訴人の従業員が離

職するかどうかの鍵となることを知っており、資金募集時に軽量型電

動キャリアの動力システムに関する人材については上訴人から募集

して入ってきたことを旗印とした」ことが認められ、さらに 2019 年
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7月 25日に設立された湛積公司は 2020年 3月に従業員数が約 40人

の規模に達し、その技術部門は半数近くの従業員が上訴人の動力シス

テム研究開発設計及び提携部門から転職した者であったことから、

「被上訴人は経済競争の秩序や商業倫理から逸脱する不当な行為を

もって上訴人が努力して培った前述の研究、設計関連人材を甚だしく

搾取し、共同で善良の風俗に反する方法で、上訴人の人的資源という

財産上の利益を違法に侵害した」と認めるに十分であり、被上訴人の

凃 Y と林 X が共同で計画的、体系的に、電動バイクの重要技術を有

する上訴人の動力システム部門に対して大規模な従業員の引き抜き

を行ったことを証明できる。また係争離職従業員の離職と、被上訴人

の共同の悪意ある引き抜き行為との間に相当な因果関係が存在する

ため、被上訴人は上訴人に対して連帯で賠償責任を負わなければなら

ない。 

（六）上訴人が民法第 184 条第 1 項後段及び第 185 条規定により、被上訴人

に 800 万新台湾ドルと金利を連帯で賠償するよう一部請求をすること

には、理由がある。  

1.悪質な引き抜きによる損害賠償の範囲については、「具体的損害計算

法（民法第 216 条に規定される受けた損害及び失った利益）」と「抽

象的損害計算法（営業秘密法第 13 条第 2 項の侵害者が侵害行為によ

って取得した利益；専利法第 97 条第 2 項の当該特許の実施許諾で得

られる合理的なロイヤリティーを基礎にしてその損害を計算）」に大

別することができ、債権者はいずれか一つを選択して計算することが

できる。また債権者が具体的損害計算法を選択するとき、「受けた損

害」については「一定の措置を採ることで増えたコストの支出（例え

ば引き抜かれた人員を補充するために新人を募集する募集費用及び

研修コスト、これにより増えた給与コスト、在職者の離職を回避する

ための支出という追加コスト、元来の作業計画の遅延を回避するため

の予定外に増えたコストの支出等）」が含まれ、「失った利益」につい

ては「抽象的計算」と「具体的計算」に分けられ、前者は「元来、企

業の属する分野における通常のビジネス発展において予期できる利

益」をいい、後者は「侵害行為により、取引行為の進行又は予定の計

画実施が妨げられることで得られなかった具体的な利益」をいう。 

2.上訴人は、被上訴人が 2019 年 7 月 25 日に湛積公司を設立し、且つ

動力システム部門及び関連部門の従業員が大量に離職して、同年 10

月末現在で 21 人が離職願を提出しており、上訴人は大量の離職の波

に直面して、キーパーソンを定着させるため、人材定着プロジェクト

を起動して、動力システム研究開発・設計部門の 5人を選定して 2019

年 11 月 5 日にそれぞれ「人材定着奨励契約」を締結し、その 5 人分

の人材定着奨励契約で定める奨励金は合計 1314 万 8800 新台湾ドル

に上り、これは在職する従業員を定着させるのに必要な支出の費用で

あると主張した。上訴人は、被上訴人が共同で悪意ある引き抜きを行

い、その動力システム部門と関連部門の従業員が大量に流出して、

2020 年 6 月現在で、ヘッドハンティング会社を通じてチームのメン

バーであった 5人分の穴を埋めるため、ヘッドハンティング会社に合
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計 149万 4800新台湾ドルの手数料を支払い、いずれも被上訴人が共

同で悪意ある引き抜き行為を行ったことで生じた上訴人の損害であ

ると主張した。以上をまとめると、上訴人が被った被害は 1464 万

3600新台湾ドル（1314万 8800＋149万 4800＝1464万 3600）であ

り、上訴人が民法第 184 条第 1 項後段及び第 185 条規定により、被

上訴人に 800 万新台湾ドルを連帯で賠償するよう一部請求をするこ

とには、理由がある。 

 

五、以上の次第で、上訴人が被上訴人に対して連帶で 800 万新台湾ドルを支

払うよう一部請求を行うことには理由があり、本裁判所は主文第 2項に示

す通り判決するものである。 

    

さらに上訴人は変更声明を行い、係争引き抜き禁止条項に基づいて、林 X

が 2013 年 5 月 2 日から 2021 年 6 月 1 日まで、凃 Y が 2015 年 6 月 15 日か

ら 2021年 9月 3日まで、上訴人に対して、上訴人の従業員の離職を勧誘した

り、又は勧誘を試みたりしてはならないという引き抜き禁止債務の存在を確認

する請求を行ったことには理由があり、主文第 3項に示す通り判決する。上訴

人の前述部分を超える請求にはいずれも理由がなく、その余の請求を棄却する。 
 

2023年 11月 29日 

労働法廷 裁判長 賴秀蘭   

裁判官 陳筱蓉 翁儀齡 

 

2023年 12月 5日 

書記官  林淑貞 
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